
申し込みは
こちら▶

　後期高齢者医療制度では、医療費の支出に見合う保険料収入を確保する
ため、2年に1度保険料率などを見直しています。皆さんが納める保険料は、
公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。被保険者の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。

※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超（65歳以上の場合。65歳未満の場合
は年金収入が60万円超）の人の合計人数です。

※均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得は、
高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

　健康で自立した生活を送るためには「食べる」ことが大切です。年に１回歯科口腔
健診を受けて「おいしく食べる力」を保ちましょう。

実施期間 自己負担

健診項目

申込方法

令和８年度から後期高齢者医療の
保険料が上がります

●問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

４月～令和９年２月 400 円

役場健康保険課窓口またはホームページ

問診（質問票）、歯・入れ歯の状況、かみ合わせ、
飲み込む力などの口腔機能検査　など

医療分
均等割額（一人当たり）

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額などの合計額 均等割額の軽減割合

所得割率 限度額

子ども・子育て分
63,000 円
1,400 円

11.06％
0.25％

850,000 円

５割

7.2 割

２割

 21,000 円

43万円＋（10万円×（給与・年金所得者の数－１））を超えない世帯

43万円＋（31万円×世帯の被保険者数）＋
（10万円×（給与・年金所得者の数－１）を超えない世帯

43万円＋（57万円×世帯の被保険者数）＋
（10万円×（給与・年金所得者の数－１）を超えない世帯

75歳以上の
皆さんへ※１

※１　65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人も対象です。

歯とお口の健康診査（後期高齢者 対象）

令和８・９年度の保険料

所得が低い人への均等割額の軽減

保険料（年額）は、全員が納める定額部分の　均等割　と、基礎控除 (43万円 ) 後の総所得金額などに
所得割率を乗じて算定する　所得割　を合計して、個人単位で計算します。

※子ども・子育て分は７割

健診費用 5,350 円のうち、
4,950 円の補助があります。
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●問い合わせ

　子ども・子育て支援金制度とは、全ての世代や企業が支援金を
拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯
を社会全体で支える制度です。児童手当の拡充や妊婦のための支
援給付など支援の拡充が既に始まっています。

　国民健康保険にも子ども子育て分が保険税に加算され、６月から納付が始まります。
なお、これまでの保険税率などに変更はありません。詳しい金額は、６月に個別に送
付する納税通知を確認してください。

子ども・子育て支援金制度

子ども・子育て
支援金制度が始まります

こども家庭庁
ホームページ▶

令和８年度から

拡充される給付の例

大津町国民
健康保険の場合

●児童手当　　　 　　　　　　　●妊婦のための支援給付
●育児時短就業給付 　　　　　　　●出生後休業支援給付
●育児期間中の国民年金保険料免除 ●こども誰でも通園制度

どうして支援金が必要なの？
近年、少子化・人口減少の進行が加速しているこ
とから、政府は令和５年12月にこども未来戦略「加
速化プラン」を策定し、総額3.6兆円の子ども・子
育て支援の拡充を実施することを決めました。支
援金制度はこれを支える財源の一部です。

こども家庭庁
公式 note ▶

なぜ独身者や高齢者も支払うの？
こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い
手となることから、こどもの育ちを支える支援金
制度は全ての人にメリットがあるため、独身者や
高齢者など全ての世代に加え、企業も含めた社会
全体で支える仕組みとなっています。

所得割
( 前年収入等 )

平等割
( 世帯当たり )

均等割
( 一人当たり )

令和８年度
大津町国保税 賦課上限額

医療分

後期支援分

介護分
(40～64歳)

子ども子育て分
(18歳～)

20,800 円

7,200 円

30,200 円

10,500 円

18,700 円

1,500 円

67 万円

26 万円

17 万円

3 万円

3.10%

8.50%

2.60%

0.27%

―

―

変
更
な
し

追
加

受付時間（午前９時～午後６時　日曜・祝日除く）

制度に関すること
こども家庭庁コールセンター　☎0120（303）272

国民健康保険に関すること
役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114


